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●争いにならないように…リスク回避は…
権力を得た者たちは、己の安定のために更に権力

を拡大しようと血眼になって争いを挑んで行く。人
は…太古の昔から争いを繰り返してきました。

自分の国こそ正義と国と国とが争い領土を拡大し
ていく。宗教家は、時には流血の争いをして自分た
ちの宗教こそ真理であると説く。企業は自分の会社
こそ社会に生き残る会社であると争って他の企業を
強引に買収する。

弱肉強食が自然界に生きる動物の宿命と云えばそ
れまでですが、「同一種で殺し合うのは人間だけ」
だそうですから、それを考えると、いま人類が当た
り前のようにやっている行為は宿命どころか、異常
な行為と云えるのではないでしょうか。

一時期、"競争競栄"や"競争共栄"と云われたり、
相続が"争族"と捩られたが、人間とはなんと争うこ
とが好きな動物なのかとつくづく呆れてしまいます。
争うからそこにビジネスが生まれ、利権が発生し、

それをルール化するため法律が生まれ、人が人を裁
き…そして法に縛られます。人間っていう動物は何
でこんな面倒なことになってしまうのでしょうか。
両手一杯に抱えきれないほどの財産を持っているの
に、人のモノを奪ってでも欲しくなってしまうので
すから困ったものです。

親族間の相続問題においても然りですが、財産を残す
被相続人が、親族間で財産の分け方で争わずに済むよう
にそれなりの手当をしておくことが何よりも大切なこと
なのではないでしょうか。

リスク・カウンセラーは相続が発生してから争いごと
にならないようにお手伝いしています。

●比べたところで…それぞれ世界が違うのに…
親族や友人との多くのトラブル相談の中には…「この

人の考え方が変わらない限り問題解決が出来ないだろう
な～」思うものが少なくありません。

その一番典型的な例として「お兄ちゃんは出来るのに
下の○○は何度言っても分からない…」と云うように２
人の子供を強引に同じようにしようとしている母親がい
らっしゃいます。詳しく話を聞いていくと２人の子供に
対して母親が同じように接していないようです。同じよ
うにしてあげてそれぞれが違うように育つことは決して
悪いことではありませんし、むしろその違いがあるから
こそ子供の性格の違いが家族にとっても成長が楽しみな
のではないでしょうか。

仕事の面でも同じです。Ａ社がやってうまくいったよ
うだから…とＢ社が全く同じようにしたからと云ってそ
れがうまくいくとは限りません。比べることができない
ものを比べても意味がないのです。

トラブルの中に、自分の正義や道義がすべて正しいと
いう考えから抜け出せなく、相手の行動を理不尽だとし
て否定して譲らない人がいます。

「周りのみんなも、そう言っている…」と自分の考え
を支持してくれた人々の後ろ盾をもって、自分の考えに
従わない相手の行動歴をなじりまくり、そのことを私に
まで同意を求めてくるのです。

「嫌だと云ったら嫌なんです！」「絶対に許せなすん
です…」と、まるで裁判官が裁くかのような調子で、と
きには糾弾の言葉を並べ立てるのです。

語気を荒げて訴えられたとしても、人それぞれに世界
観や人生観が異なるものなのに全てを正義で片付けてし

まっては話し合って解決することは出来ません。

●競い合ったら…みんなが転んでしまうかも…
社会は目まぐるしく変わっていることは、年を経

るごとにしみじみと感じられるようになりました。
４０年前以上前からElectronicsの業界で仕事を

していた経緯もあって、今日までの時代の変化には
目まぐるしいものを感じます。

終戦後から幾つもの産業革命を経て夢のように考
えられていたことが現実の姿となって私たちの生活
に溶け込んでいますが、すべてが技術の競い合いが
生み出したことによるものです。技術を競い合うこ
とに便利なモノが誕生することはすばらしいことだ
と思います。しかし…
先日、高速道路で交通安全の標語を見てきました。
「競争運転はやめよう…みんな目的地が違うのだ

から…」というようなことが書かれていました。す
ごく気になった標語です。競走意識をもって高速運
転をすることの危険を訴えた標語ですが、これが…
私には「生き方に対する警告」のように感じられま
した。

ご相談者の中にも友人や親戚と競い合って失敗し
た事例が多く、修復困難なほどに精根尽き果てボロ
ボロになっている方には、ウォーキング・インスト

ラクターの資格を持つ税理士先生から教えていただいた
「人に追いつこうとしたり、追い越そうとして歩く人は、
長く歩くことができない…」と、そして「体力、体型、
経験など人それぞれに違うのだから…」というお話には、
大変説得力があり納得できました。

なるほど…マイペースを守って歩いていれば、必ず目
的地に着くことができますよね。まさに真理です。

人生において、自分ができる時期を見計らっておき、
それまでは他人に何といわれようと競わず、自分にそれ
だけの力が付き今だと思う時期が来たら蓄えておいた実
力を発揮すれば良いわけであって、どんなに煽られよう
と他人と競い合ってした結果は悲惨なことになる場合が
多いようです。

●ありがとうの言葉で…疲れが吹き飛ぶ
リスク・カウンセラーは、危機を抱えたご相談ですか

ら鬼気迫る真剣な言葉には常に重いものを感じます。
１時間、時には３～４時間に及ぶ面談の後の自分の心

身は、疲労困憊の状態で身動きさえ出来なくなるときも
あって、何とかしなければいけないと思っていました。

そんなとき、相談者から「お陰さまで…楽になれまし
た。ありがとうございます。」という言葉をいただくと、
それまでの疲れが一気に吹き飛んでしまうことを何度も
体験しました。

いまでは「ありがとう」の言葉を自ら言葉にして相手
に伝えることが自分にとっても心身の健康に良いことだ
と気づきましたので、心がけて「ありがとう」の言葉を
声に出すようにしています。

相談にいらした方には、いろいろな立場から感じた
「ありがとう」の言葉を印刷したメガネ拭き製
作し、皆さんと一緒に「ありがとう」の言葉を
共有するようにしています。

不思議ですよ…何かが変わってきました。
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◆行き詰まったときに…まず捨てるもの

日本の大手銀行が再び大きな赤字を出した。
原因はアメリカのサブプライム問題の影響で、
１兆円近い負債金額である。記者会見の席で発
表する経営陣はシラッとしたもので、明日から
の生活に怯えることなど微塵たりとも感じない
し、むしろ部下達がした判断ミスを収拾した経
営者を演じているように見えてしまいます。

経営不振に陥った中小企業経営者のことを思
うと、大手企業のその演技はまるで茶番劇。護
送船団ですから怯える姿は感じません。

いま、来社された７社の中小企業経営者が大
きな決断を迫られています。サブプライム問題
による金融機関の貸し剥がし、取引先の規模縮
小による売上げの激減により、経営者は窮地に
追い込まれています。

リスク・カウンセラーは、百数十件の過去事
例と現況とを鑑みて７人７通りの対応をするわ
けですが、どの経営者の皆さんに同じようにお
話ししていることがあります。

それは…
◇素直に反省し、周囲の人の言葉に耳を傾ける。
◇客観的な視点で、自分と会社の実態を見ること。
◇「即断即決・率先実行」をすること。
◇家族を巻き込んだり他人に責任転化しない。
◇お金で買えたものは一旦捨てること。

そのとき"悪魔の声"が…決断を阻む錯覚とは…

また、経営者が窮地に立ったとき、何処からともなく
聞こえてくるのが悪魔の声です。真っ暗な洞窟に閉じこ
められた者が恐怖感に怯える時に幻覚症状が出ると云い
ますが、根拠のないボンヤリとした虚像に翻弄されるこ
とが社長の決断を遅らせてしまいます。

例えば…
◇虚像のような商談が…巨像のような受注と錯覚。
◇神風が吹くことに期待！その日は近い…の錯覚。
◇客観的意見は否定。自分の考えは正義だと錯覚。

窮地に立たされたときの経営者は、そんな危機脱出の
情報を持ち合わせていないし、仮にあったとしても…ど
こかから伝え聞いてきた不確かな情報ばかりで中身が一
貫していません。ますます不安になってしまいます。

自分が…、家族が…、会社が…、どうなってしまうの
かが皆目見当がつかないため…不安が増幅して恐怖感で
一杯になってしまうのです。

家を失いたくないという気持ちは分からなくもないの

ですが、住宅ローンの残高返済が滞った状態で
残り、催告書で「期限の利益が喪失」と通知さ
れている状況まで追い詰められていては、グズ
グズしているわけにはいきません。

債務者本人が決断を阻む「錯覚」を消しきれ
ず、イタズラに時間を費やしていても問題解決
にはなっていないのです。

住宅ローンの他に自宅を担保して借り入れし
た借入金の返済が滞っていて、自宅の換価金額
と合計債務額を差し引いたとき債務超過の状況
では、所有者名義が自分であっても債務を完済
しない限り、"自分の家"と云える状況ではない
のです。

それが理解できないが為にズルズルと結論が
先送りになり、挙げ句の果ては債権者に剥ぎ取
られるようにして家を出なければならないこと
を、本人も勿論のこと、家族も理解しておかな
ければいけないのです。

更に、家族だけでなく、友人や知人からも恩
借りをしているような状況もよくある話です。

その人達への返済を反故にしていながら自宅
を手放すことに抵抗していては、道義的観点か
らも正しい行動だとは云えないでしょう。

そのような身勝手な考えで、自分が再度の起
業を試みたとしても、果たして周囲の人々に快く賛同し
協力してもらえることになるのでしょうか。

◆「恐れない」…それは自尊心を満たす不思議な力

「人は恐れて行動すると本当の幸せから遠ざかる」と
云う言葉を聞いたことがあります。

いつまでも甘い虚像に振り回されていると、一向に現
実が見えてきません。しかも、そんなときの虚像は自分
に都合の良いことばかりです。それどころか、客観的な
事実を解明してこそ希望となる手がかりが見つかるのに、
いくつもの錯覚の払拭を拒んでしまうのは、現実を見る
ことを恐れて見ないでいようとはたらく「閉ざされた心」
があるからです。

現実の問題に「恐れない」で行動することによって、
自分自身がそれまでの自分の行動を肯定し、自分が自分
であることを認識することによって、新しい第一歩が踏
み出せるようになるのだと思います。

「誰かが何とかしてくれるだろう…」と云うような他
力本願の考え方でなく、失敗を含めた過去の行動の全て
を礎にして行動するようになることによって、自分で自
分にエールを送れるようになってきます。

リスクカウンセラーとは、危機に直面した相談者に対
して恐れを取り除くお手伝いをするのが一番大きな役割
なのです。それには、緩急自在に問題に対応できる解決
体験や情報量だけでなく、クライアントへの深い理解と
温かく見守る愛情が不可欠であると思っています。
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（英：Ｈｏｌｏｎｉｃ）全体（ホロス）と個（オン）の合成語。
すなわち組織と個人が有機的に結びつき全体も個人も生かすような形態を言う。

生物は個々の組織が自主的に活動すると同時に独自の機能を発揮する一方でそう
した個が調和して全体を構成する （小学館「カタカナ語の事典」より）
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American Bankruptcy Institute（アメリカ破産研究会）
は、破産に関する啓発や研究を行っている機関で、破産
に関わる公平な研究結果をアメリカ議会に提供すべく、
1982年に設立されました。ワークショップや教育シンポ
ジウムなどを開催するなどの活動を行うとともに、今日
ご紹介するような、プレスリリースも頻繁に発信してい
ます。
http://www.abiworld.org/AM/Template.cfm?Section=Hom
e&CONTENTID=51696&TEMPLATE=/CM/ContentDisplay.cfm

＜ここから参考訳＞

2007年は破産申請件数が約38％増加

2008年4月15日、ヴァージニア州アレクサンドリア —
Administrative Office of the U.S. Courts (AOUSC：

合衆国裁判所事務局)が本日発表したデータにより、アメ
リカにおける昨年の破産申請件数が2006年（1月から12月）
に比べ37.8％増加したことがわかりました。

2007年12月31日までの12ヶ月における破産申請件数は、
850,912件にのぼり、前年の617,660件より大幅に増加と
いう結果になりました。
2006年の申請件数は「2005年 破産乱用防止および消費

者保護法」実施の影響により、相当数減少しましたが、2
007年の申請件数は、前年に比べ、消費者・法人、清算型・
再生型のすべてにわたって増加しています。

American Bankruptcy Institute（アメリカ破産研究会）
の事務局長サミュエル・ジェダーノ氏は、「直近の数字
は、家計における重債務、つまり維持も売却もできない
住宅の負荷が重くなった影響からくる昨年来の傾向を裏
付けています」と、言います。

法人の破産に関しては、2006年12月31日までの12ヶ月
間の申請件数が19,695件と、過去最低を記録しましたが、
2007年には急激に増えて、28,322件になり、実に43.8％
の増加率でした。それでも、2007年12ヶ月間の法人破産
申請件数は、2006年を除いて過去最低ですが、過去10年
（1998-2007）の年間平均法人破産申請件数35,293件に近
づきつつあります。

消費者の破産に関しては、2007年は合計822,590件と、
再度増加に転じ、2006年の597,965件から37.6％増加しま
した。消費者の第7章による申請は、2007年12月31日まで
の12ヶ月間で、500,613件にのぼり、2007年の消費者破産
申請全体の60.9％を占めます。また、2007年の第7章によ
る破産申請件数は、2006年の第7章による破産申請件数34
9,012件から43.4％増加になります。
一方、第13章による消費者の破産申請件数は、2007年1

2月31までの12ヶ月間に321,359件で、消費者の破産申請
件数全体の39.1％を占めます。

2007年の第13章による破産申請件数は、2006年の第13
章による破産申請件数248,430件から29.4％増加になりま
す。
2007年の第4四半期（10月1日から12月31日)の破産申請

件数全体は226,413件を記録し、前年同期の177,599件か
ら、27.5％増加になります。
この2007年第4四半期の破産申請合計は、四半期合計に

おける過去最悪の数字で、同年第3四半期（7月1日から9
月30）の218,909件から、3.4％増加になります。
また、2007年の第4四半期の消費者の破産申請件数は、

218,428件にのぼり、これは前年同期の172,013件の27％
増加になります。
さらに、2007年の第4四半期の消費者の破産申請件数は、

前年第3四半期の211,742件の3.2％増加になります。
法人の申請は、2007年第4四半期では、合計7,985件に

なり、前年同期（10月1日から12月31日）の
5,586件に比べ、43％の増加になります。
法人の申請においても、2007年第4四半期

では、2007年第3四半期（7月1日から9月30
日）の7,167件に比べ、11.4％の増加となっ

ています。
法人の申請の章別（注）内訳は、2007年第4四半期の場

合、第7章＝5,420件、第11章＝1,612件、第12章＝77件、
第13章＝869件になっています。

非法人の申請の章別（下記の注を参照）内訳は、2007
年第4四半期の場合、第7章＝132,192件、第11章＝181件、
第13章＝86,055件になっています。

◆2007年1月1日から12月31日までの州人口数に対する破
産申請合計件数が多い州を列挙すると…
1. テネシー 2. ジョージア 3. アラバマ 4. インディ
アナ 5. ミシガン 6. オハイオ 7. ネバダ 8. アー
カンソー 9. ケンタッキー 10. ミシシッピ
となっています。

◆2007年1月1日から12月31日までの破産申請合計件数の
増加率が高い地域(2006年同期比):

1. ネバダ地区: 98.5% UP
2. カリフォルニア東部地区: 93.6% UP
3. カリフォルニア中央地区: 91.2% UP
4. カリフォルニア南部地区: 82.9% UP
5. メイン地区: 74.2% UP
◆2007年1月1日から12月31日までの破産申請合計件数の
増加率が低い地域(2006年同期比):

1. バージン諸島地区: 0.0%
2. 北マリアナ諸島地区: 0.0%
3. モンタナ地区: 1.8% UP
4. ノースカロライナ西部地区: 8.9% UP
5. ノースカロライナ中央地区: 11.3% UP
※原文および詳細はブログでご覧下さい。

日本における2007年の倒産件数は４年ぶり高水準とな
り、企業（負債総額1千万円以上）の全国の倒産件数は、
１４０９１件（前年比６.４％増）となったようです。

特に『官製不況』と云われれた改正建築基準法による
建設業の倒産が際立ち、原油高による原材料や素材の高
騰で経営が圧迫して倒産する製造業など中小企業だけで
なく上場企業までもが倒産しています。

そうした世相を背景にして、ミニバブルに踊らされた
人、連帯保証人となって債務を作ってしまった人など、
個人が自己破産を申立てた件数は、約２４万件となって
おり前年比１３%増となっていました。

債務超過の問題を苦にして自殺する人が出てくるのは
本当に悲しい話ですが、身近に相談できる人がいなかっ
たのでしょうね。
辛くなる前に、リスクカウンセラーにご相談下さい。

World Now ＝アメリカ合衆国裁判所事務局が発表 … 2007年の破産申請件数は前年比約３８％増加＝●完成車在庫はわずか数台、というトヨタの秘密

社長さん、御社の課長以上の幹部に、こんな質
問をしてみてください。
「"売上原価"と、"仕入原価"の違いを、どう考

えるか?」
つぎの程度の説明ができきる回答なら、まあ合

格圏に入れてもいいと思います。
「仕入原価は言葉どおりの、仕入れの値段でい

いと思います。
肝心なのは売上原価だと思います。
これは会社の、一定の営業期間の商品売上高に

対する、商品の原価を表します。この場合、売上
高からこの原価を差し引いたものが粗利益です。
ですから、前期からの持ち越した商品の原価に、

一定営業期間内に仕入れた原価を加え、次期に持
ち越す商品の原価を差し引きます。これが、"売上
高に正しく対応した売上原価"ということになりま
す」
仕入原価に対して売上原価には、

①(加算原価)前期よりの持ち越し原価(繰越原価)
②当期仕入原価
③(減算原価)次期への持ち越し原価(繰越原価)
の、三つのキーワードに注目しなければならない
ことが分かります。
話はかわるが、前期からの繰越原価にしろ、次

期への繰越原価にしろ、その数字の大小が、売上
原価を大きく左右します。ということは、"利益も
大きく左右する"ことでもあります。

するとここで、「会社の利益は、仕入れの仕方
次第で、大きく変わる」ということと、強くかか
わることがわかります。たとえばトヨタ自動車を
考えてみましょう。
私は何年か前にトヨタの決算書を取り寄せ、"あらためて

びっくりした"ことがあります。
なんと期末現在の貸借対照表で、完成品の車両在庫が10台
もなかったからです。
産業界でよく言われる、トヨタの〈ジャスト・イン・タ

イム〉と称される、徹底した在庫管理において、余計な在
庫は徹底して持たない、という管理システムの結果なので
す。

●仕入の知恵が、利益を伸ばします

以上のような、仕入原価と売上原価の違い。そして三つ
のキーワードをよく理解しておかないと、いくら社長が、
「余計な在庫は持つな」として指導しても、言われた幹部
は、社長の言葉は聞いても、社長の真意は理解できず、
「言われたからやっているまで」でお仕舞いになるでしょ

う。
広島の、特殊靴メーカーのことです。倉庫の

天井に異常に多くの在庫品を発見しました。
尋ねてみたら、こんな返事でした。
「Ｍ商事(有名な総合商社)の人が、コーディ

ネーターの海外セミナーに参加しました。その
人から、安い皮革があると言われ、チャンスと
思いまとめて仕入れました」
半年の消費ぶんに相当する、この一括仕入れ

に足を取られ、やがてこの会社はキャッシュフ
ローで、大きな減益を強いられ、安いという課
長の言葉もウソとわかりました。
重視すべきは、利益を左右する売上原価(在庫

管理)である、という認識が漫然としているから、
大手商社の課長に騙されても、ノホホンとして
おれたのでしょう。
一方、東京のある食品問屋の場合、販売予測

がしやすい"缶詰類"を、小刻みな"当用仕入れ"
から、向こう一年間の"一括仕入れ"に切り替え
ました。だから仕入れ単価は、大きく減らせま
した。もちろん、そのぶん利幅は大きく上向き
ました。
一括発注はしましたが、

①期日を指定し分納を要請。
②分納の期日に合わせた決済で、手形を発行。
この条件でメーカーも、生産計画が立てやすく
て助かると言ってくれました。

相手も喜び、仕入れは安くなり、決済は計画
的にでき、余計な在庫を置く必要もない。
売上原価の知識が乏し

いと、たったこれだけの
知恵も、出せなかったよ

うです。
仕入原価と売上原価の違いを勉強

しましょう。勉強は利益増大の"知
恵の泉"になります。

倒
産
か
ら
間
も
な
い
頃
に
訪
ね
た
と
き
の
、
先
輩

の
思
い
遣
り
の
言
葉
を
想
い
だ
し
、
あ
り
が
と
う
の

感
謝
の
気
持
ち
で
一
杯
に
な
り
ま
す
。

倒
産
し
て
か
ら
数
ヶ
月
は
、
債
権
者
集
会
の
為
の

残
務
整
理
と
資
料
整
理
で
毎
週
の
よ
う
に
岩
本
町
の

管
財
人
の
弁
護
士
事
務
所
に
通
っ
て
い
ま
し
た
。

弁
護
士
事
務
所
の
職
員
の
方
の
補
佐
的
な
立
場
で

売
掛
金
の
回
収
の
調
査
や
買
掛
債
務
の
確
認
を
し
て

い
ま
し
た
。

法
廷
保
存
が
必
要
な
帳
票
類
は
三
十
を
超
え
る
段

ボ
ー
ル
箱
に
詰
め
、
管
理
倉
庫
会
社
へ
持
ち
込
ん
だ

り
も
し
ま
し
た
が
、
つ
い
数
週
間
前
ま
で
貴
重
な
営

業
資
料
と
し
て
活
用
し
て
い
た
フ
ァ
イ
ル
は
会
社
の

業
務
が
止
ま
っ
て
し
ま
う
と
、
こ
れ
ら
は
も
う
た
だ

の
ゴ
ミ
と
し
て
夢
の
島
に
…
、
か
え
っ
て
厄
介
な
も

の
ば
か
り
で
す
。
片
付
け
は
七
階
建
て
の

ビ
ル
一
棟
と
茨
城
に
あ
っ
た
小
さ
な
工
場

で
し
た
が
三
ヶ
月
ほ
ど
か
か
っ
た
よ
う
に

記
憶
し
て
い
ま
す
。

寝
る
こ
と
も
惜
し

み
な
が
ら
仕
事
を
し
て
い
た
自
分
で
し
た

か
ら
、
世
間
の
人
々
が
忙
し
く
動
き
回
っ

て
い
る
の
に
自
分
が
毎
日
の
よ
う
に
何
の

生
産
性
も
感
じ
な
い
空
し
い
時
間
が
過
ぎ

て
い
く
現
実
に
は
、
や
り
場
の
な
い
不
思

議
な
空
気
の
中
で
、
た
だ
淡
々
と
作
業
を

し
て
い
ま
し
た
。

ガ
ラ
ガ
ラ
に
な
っ
た

各
階
の
部
屋
を
見
回
り
、
最
後
に
七
階
の

窓
か
ら
目
に
入
っ
て
き
た
「
富
士
山
」
の

姿
は
、
今
で
も
忘
れ
ま
せ
ん
。
そ
し
て
…

窓
か
ら
ビ
ル
の
下
を
見
下
ろ
し
た
時
、
見

て
は
い
け
な
い
も
の
を
見
て
し
ま
っ
た
よ

う
な
不
思
議
な
感
覚
が
襲
っ
て
き
た
こ
と

も
忘
れ
て
は
い
け
な
い
こ
と
だ
と
思
っ
て

い
ま
す
。

片
付
け
も
終
わ
り
、
債
権
者

集
会
は
東
京
地
裁
の
傍
聴
席
が
五
十
名
ぐ

ら
い
の
法
廷
で
行
わ
れ
ま
し
た
。
裁
判
官

に
お
願
い
し
て
最
後
に
債
権
者
に
お
詫
び
の
挨
拶
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
な
じ
る
人
、
励
ま
し
て
く

れ
る
人
…
。
で
も
、
傍
聴
席
に
向
か
っ
て
、
債
権
者

に
お
詫
び
が
出
来
た
だ
け
で
も
良
か
っ
た
と
思
っ
て

い
ま
す
。
少
し
だ
け
一
段
落
し
ま
し
た
。

お
世
話
に
な
っ
た
先
輩
の
会
社
に
お
礼
の
挨
拶
と
、

お
詫
び
と
近
況
報
告
を
し
に
行
き
ま
し
た
。
淡
々
と

片
付
け
を
し
て
い
る
間
に
、
沢
山
の
共
通
の
知
人
た

ち
が
そ
の
先
輩
の
会
社
を
訪
ね
、
私
の
近
況
を
聞
き

に
来
た
そ
う
で
す
。
そ
ん
な
知
人
た
ち
に
対
し
て

「
貴
方
は
彼
に
何
か
を
し
て
あ
げ
た
い
と
思
っ
て
僕

に
聞
き
に
来
た
の
？
興
味
本
位
だ
っ
た
ら
絶
対
に
教

え
ら
れ
な
い
よ
…
」
と
答
え
て
お
い
た
そ
う
で
す
。

今
こ
う
し
て
、
沢
山
の
債
務
者
に
付
き
添
う
立
場

に
な
っ
て
、
そ
の
言
葉
の
暖
か
さ
が
ひ
し
ひ
し
と
感

じ
て
き
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

ありがとうの思い出－０４

売
上
原
価
と
仕
入
原
価
の
違
い
、
幹
部
は
正
解
で
き
ま
す
か
？

経
営
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト

二
見
道
夫

【要約すれば…】

◇仕入れに知恵を使えば、売るのがラクにな
る。知恵は知識とは違う。

◇知恵とは、相違工夫の精神なくして生まれ
るものではない。

◇仕入れの知恵は、原価を減らし、利益を増
やす。

◇相違工夫には原価もかからない。タダです。
ただ"情熱"が欠かせない。

（※注）：【各章(chapter)の内容】

【第7章】は、消費者と法人両方の債
務者破産に適用できます。第7章の目的とするところは、
債権者の差し押さえが免責となるものを除く資産を、債
務者に平等に分配することです。無担保債務は免責にな
り、経済的な再出発を可能にします。

【第11章】は、法人と消費者両方の債務者に適用できま
す。第11章の目的とするところは、裁判所が認定した再
建計画にもとづき、法人が企業として継続および再建で
きるようにすること、消費者が経済的な立て直しできる
ようにすることです。

【第12章】は、農業により定期収入を得ている家族経営
の農業従事者に対し、特別に債務を減免するものです。

【第13章】は、定期収入のある個人に対し、その債務が
一定額未満の場合に適用されます。つまり、債務者の将
来の収入をもとに予算が組まれ、計画にもとづいて返済
していくことになりますが、無担保債務に関しては、す
べて支払いされることもありますが、一部しか支払われ
ないこともあります。


